
　　サービスを提供いたします。

　　利用申込者ご本人と社会福祉協議会で

　　本事業の契約をかわします。

　　　お気軽にお近くの社会福祉

　　　協議会にご相談ください。

　社会福祉協議会の専門員がお宅を

　訪問し、困りごとをお聞きします。

　　ご本人の希望を伺いながら専門員が

有料

無料

サービス開始までの流れ

　　必要な書類を作成します。

　　契約に基づいて生活支援員が

相 談 ・ 受 付

訪 問 調 査

申込書類や支援計画作成

契 約 締 結

サ ー ビ ス 開 始


